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リスク分担表 

 

項      目 
リスク分担 

市 指定管理者 

法令等の変更 

指定管理者制度や施設の管理運営に影響を及
ぼす法令等の変更 

協議による 

上記以外の法令等の変更  ○ 

税制度の変更（指定管理料にかかる消費税を除く）  ○ 

物価・金利の変動  ○ 

需要の変動 
利用料金施設及びインセンティブ（リスク）設
定をした使用料施設 

－ － 

上記以外の施設 ○  

事故発生（情報漏
えい等を含む） 

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

施設・設備の設置に関する瑕疵によるもの ○  

上記以外の理由によるもの 協議による 

施設・設備の損傷 

指定管理者の故意・過失によるもの  ○ 

施設・設備の設計・構造上の原因によるもの ○  

上記以外の理由によるもの 協議による 

備品の損傷  ○ 

周辺地域・住民・利
用者への対応 

施設の設置に関する訴訟・苦情・要望・住民反
対運動等の対応 

○  

指定管理者が行う業務及び自主事業に起因す
る訴訟・苦情・要望・住民反対運動等の対応 

 ○ 

上記以外のものに関する訴訟・苦情・要望・住
民反対運動等の対応 

協議による 

第三者への賠償
（国家賠償法に基
づく求償権を市が
指定管理者に行使
する場合を含む） 

指定管理者としての業務及び自主事業により
損害を与えた場合 

 ○ 

施設・設備の設置に関する瑕疵により損害を
与えた場合 

○  

上記以外の理由で損害を与えた場合 協議による 

事業の中止、変更、
延期 

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

市の責めに帰すべき事由によるもの ○  

上記に定めるもの
のほか不可抗力
（暴風、豪雨、洪
水、地震、落盤、火
災、テロ、争乱、暴
動その他の市又は
指定管理者のいず
れの責めにも帰す
ることのできない
自然的又は人為的
な現象）によるリ
スク 

事故発生時の初期対応  ○ 

施設・設備・物品の復旧費用 
（ただし、市の所有するものに限る） 

○  

施設・設備・物品の復旧費用 
（ただし、指定管理者の所有するものに限る） 

 ○ 

事業の中止、変更、延期等に伴う費用  ○ 

業務の引き継ぎに関する費用（引き継ぎを受ける場合及び次期指定
管理者に引き継ぐ場合とも） 

 ○ 

  本表に定める事項で疑義がある場合又は本表に定めのない事項については、市と指定管理

者が協議の上定めることとします。 

 

 

 

 


